
人事行政の運営等の状況

1 職員の任免及び職員数に関する事項

（１）　職員採用の状況（H22.4.1～H23.3.31）

0 人 1 人 1 人

8 人 0 人 8 人

8 人 1 人 9 人

（２）　職員の退職の状況(H22.4.1～H23.3.31）

6 人

4 人

人

人

1 人

人

人

11 人

（単位：人） （４）　職種別職員数の状況     

2 職員の給与の状況

（１）　人件費の状況(普通会計決算）

歳出額

B/A

千円 千円 千円

千円 千円 千円

（2）　職員給与費の状況(普通会計予算）

消防職

計

定年退職

勧奨退職

競争試験

男性 女性 計

一般行政職

普通退職

分限免職

懲戒免職

失職

死亡退職

計

（３）　部門別職員数の状況(各年４月１日現在） （単位：人）

区分 職員数
職　種

職員数

部門 平成22年 平成23年 平成22年 平成23年

一
般
行
政

総務企画 10 10
一般行政職 21 21

税務 10 11

民生 2 2
税務職 10 11

衛生 7 7

計 29 30
消防職 138 143

消防 138 143

普通会計　計 167 173
計 169 175

公営
企業等

交通災害 2 2

計 2 2

合計 169 175

区分
実質収支 人件費 人件費率

A B

22年度 3,438,563 7,533 1,428,946 41.6%

21年度 3,549,110 51,675 1,491,071 42.0%

（注）　１　実質収支は、当該年度における剰余金です。

　　　　２　「人件費」には、職員共済費、議員報酬、委員報酬が含まれます。



A

　　　　２　職員手当には退職手当を含みません。

（３）　平均給料月額・平均年齢（H23.4.1現在）

円 円 歳

円 円 歳

円 円 歳

（４）　職員の初任給の状況（H23.4.1現在）

大学卒

高校卒

（５）　級別職員数の状況（H23.4.1現在）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計

主事・
消防士

主事・
消防副
士長・
消防士

主任
係長・
主幹

課長補
佐

課長
局長
次長

局長

30 31 34 43 21 13 2 1 175

17.1% 17.7% 19.5% 24.6% 12.0% 7.4% 1.1% 0.6% 100.0%

主事・
消防士

主事・
消防副
士長・
消防士

主任
係長・
主幹

課長補
佐

課長
局長
次長

局長

8.3% 22.5% 24.3% 24.3% 11.8% 7.1% 1.2% 0.6% 100.0%

千円 人 円

区分
職員数 給与費 １人当たり給与費

給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　B （B/A)

23年度 175 625,118千円 149,473千円 227,431千円 1,002,022千円 5,726千円 

（注）　１　給与費は、平成23年度当初予算額

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 345,743 401,546 44.4

消防職 289,278 368,088 37.2

職員全体 299,071 373,893 38.4

（注）　給与とは、給料（基本給）に諸手当（通勤手当、時間外手当など）を加えたものです。

区分 広域連合 国

一般行政職
172,200円 172,200円 

140,100円 140,100円 

平成22年度支給実績

年間支給総額 支給対象職員数
１人当たり平
均支給年額

職務の級

標準的な職務内容

職員数

構成比

参考

１年前の構成比

6月期 1.25月分 0.70月分

（６）　職員手当の状況（H22.4.1～H23.3.31）

区分
支給の内容
(H22年度)

49,051

12月期 1.35月分 0.65月分

計 2.60月分 1.35月分

228,249 175 1,304,280

職務上の段階、職務の級等による加算措置　有

特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他
特殊な勤務に従事する職員に支給
（手当の種類 3種類）

6,622 135

期末手当
勤勉手当

（支給割合）

期末手当 勤勉手当



配偶者

議長 円

副議長 円

議員 円

円

円

円

30

590,390

通勤手当

交通機関利用者
　運賃等の額に応じ
　　・定期券と回数券のうち安価の方の額
　　・定期券は、６月以内の最も長い期間のもの
　　　の額による。
　　・最高月額　55,000円
　自動車等使用者
　　　通勤距離に応じ　月額 2,000円～24,500円

8,634 163 52,869

住居手当
家賃、間代を月額12,000円以
上支払っている職員に対し、家
賃等の額に応じ

最高月額
27,000円

8,127

休日勤務手当
規定の休日と年末年始の休日に正規の勤務時
間が割り振られていて、かつ、この時間内に勤務
したときに支給されます。

42,599 120 354,927

270,890

管理職手当

級別支給額
　・局長級　　71,000円
　・次長級　　57,800円
　・課長級　　46,200円

8,856 15

夜間勤務手当
正規の勤務時間が夜間に割り振られている職員
に対し、その間に勤務した時間数に応じて支給
されます。

10,187 118 86,333

時間外勤務手当
正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給さ
れます。

35,651 160 222,818

扶養手当

月額 13,000円

28,678 123 233,156

配偶者以外の扶養親族1人に
つき

月額   6,500円

 （職員に配偶者がいない場合
　１人 につき）


(月額 11,000円)

満16歳の年度初めから満22歳
の年度末までの子がいる場合
の加算額１人につき

月額  5,000円

（７）　特別職の報酬の状況（H23.4.1現在）

区　分 報酬額

　議会の議員

年額

35,000

31,000

30,000

広域連合長 50,000

副広域連合長 40,000

選任副広域連合長 30,000



3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（２）　年次有給休暇の取得状況（H22.1.1～H22.12.31）

日 309 日 31 人 10.0 日

日 2,207 日 144 人 15.3 日

日 2,516 日 175 人 14.4 日

（３）　時間外勤務及び休日勤務等の状況（H22.4.1～H23.3.31）

　　・時間外勤務

時間 時間

時間 時間

時間 時間

　　・休日勤務

時間 時間

（４）　育児休業の状況（H22.4.1～H23.3.31）

1 人 0 人

0 人 0 人

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（H22.4.1～H23.3.31）

降任 免職 休職 降給 計

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0

（２）懲戒処分者数（H22.4.1～H23.3.31）

戒告 減給 停職 免職 計 訓告 注意

0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 1 0 0 1 2 0 0

（注）訓告・注意は懲戒処分に至らない指導措置

（１）　職員の勤務時間（標準的なもの）　

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

38時間45分 8:30 17:15 12:00 ～ 13:00

総付与日数 総使用日数 全対象職員数 平均取得日数 取得率

一般職 1,215 25.4%

消防職 5,445 40.5%

職員全体 6,660 37.8%

総時間数 職員一人あたりの平均時間

職員一人あたりの平均時間

一般職 1,867 75

消防職 12,869 95

消防職 16,957 144

職員全体 14,736 92

総時間数

男性 女性

新たに育児休業を取得した者

前年度から引き続いている者

（単位：人）

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

（単位：人）

法令に違反した場合

職務上の義務に違反した場合



5 職員の服務の状況

（１）　職員の営利企業等従事許可の状況（H22.4.1～H23.3.31）

0 人

0 人

0 人

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）　研修機関における研修の状況（H22.4.1～H23.3.31）

階層別職員研修（鳥取県自治研修所） 6 回 14 人 14 人

能力開発・向上研修（鳥取県自治研修所） 17 回 35 人 35 人

鳥取県消防学校 4 回 24 人 24 人

救急救命士研修所 1 回 1 人 1 人

消防大学校 2 回 2 人 2 人

（２）　評定の状況（H22.1.1～H22.12.31）

7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　健康診断の状況（H22.4.1～H23.3.31）

健康診断の種類

人間ドック 93 人

定期健康診断 78 人

（２）　公務災害の認定状況（H22.4.1～H23.3.31）

2

0

８ 勤務条件に関する措置の要求の公表（H22.4.1～H23.3.31）

0 0

９ 不利益処分に関する不服申立の状況（H22.4.1～H23.3.31）

0 0

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役
員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する
上級職員の地位を兼ねる場合

自ら営利を目的とする場合（農業等）

報酬を得て事業又は事務に従事する場合　（統計調査等）

研修名等 研修回数 参加者数 終了者数

評定の回数 1回

評定の時期 12月

評定の対象人数 170人

対象者数 受診者数

175 人

区分 認定件数

公務災害

通勤災害

継続件数 措置要求件数

継続件数 不服申立件数




